
 

つがる西北五広域連合病院事業障害者活躍推進計画 

 

 

   令和６年４月１日 

 

つがる西北五広域連合      

病院事業管理者 高杉 滝夫   

 

 

記 

 

 

機関名 つがる西北五広域連合病院事業 

任命権者 つがる西北五広域連合病院事業管理者 

計画期間 

 

令和６年４月１日～令和８年３月３１日（２年間）とする。 

 なお、計画期間中においても、取組状況等を把握・検証し、必要に応じて計

画の見直しを行う。 

 

障害者雇用に

関する課題 

  

つがる西北五広域連合病院事業（以下「病院事業」という。）における、令

和５年６月１日現在の障害者の雇用状況は次のとおりである。 

 

法定雇用率 

職員総数 

（非常勤職員

を０．５人と

して） 

法定雇用障害

者数の算定基

礎となる職員 

障害者の数 実雇用率 

２．６％ ９５８．５人 ５７５．５人 ６人 １．０４％ 

 

 病院事業における職員総数の約８割が医療従事者であり、事務又は軽作業の

職種を中心に検討してきたところであるが、これまで法定雇用率の達成には至

っていない。 

 また、令和６年４月からは、法定雇用率を２．６％から２．８％まで引き上

げられ障害者の雇用の促進等に関する法律（以下「障害者雇用促進法」という。）

の改正等により、障害者雇用の機運の高まりのなか、障害者向けの職務の選定

及び創出、雇用促進に関する取組が不足していた。 

 本計画における計画期間の終期までに、法定雇用率の達成を目指すとともに、

雇用促進となる具体的な取組内容、採用した障害者の適正に応じた能力を十分

に発揮できる体制について、充実化を図る必要がある。 

１ 目標 



① 採用に関す

る目標 

○ 法定雇用率を達成するため、計１６名以上の採用を目指し、達成以降も維持

する。 

  令和７年３月３１日    ２．８％ 

  令和８年３月３１日    ２．８％以上 

 

（評価方法）毎年の任免状況通報の際に、状況把握・進捗管理を行う。 

② 定着に関す

る目標 

○ 今後、障害者である職員の定着状況を把握し、障害者向けの職務の選定等を

行ったうえで、目標を設定する。 

２ 取組内容 

①障害者の活

躍を推進する

体制整備 

○ 障害者雇用推進者として、病院運営局人事課長を選任する。 

○ 障害者職業生活相談員の選任義務の有無に関わらず、障害者である職員の相

談窓口を設定し、周知する。 

○ 障害者職業生活相談員の選任義務が生じた場合には、３ヵ月以内に選任する

とともに、当該選任しようとする者が資格要件を満たさない場合には、労働

局が開催する障害者職業生活相談員資格認定講習を受講させる。 

〇 障害者である職員が働きやすい職場づくりや障害者が能力や適性を発揮で 

きるような職務の選定・創出等の検討及び毎年度、取組状況の把握・検証す

る。 

 

②障害者の活

躍の基本とな

る 職 務 の 選

定・創出 

 

○ 新規に採用した障害者及び障害の進行により従来の業務遂行が困難となっ

た中途障害者から相談があった場合は、必要に応じて労働局等の障害者雇用

関係部署に相談し、負担なく遂行できる職務の選定及び創出について検討す

る。 

〇 採用後に障害者となった職員についても、円滑な職場復帰のために必要な職

務選定、職場環境の整備や通院への配慮を定期的かつ着実に行うなど、障害

者である職員がその障害を理由とした不本意な離職をしないよう配慮に努め

る。 

③障害者の活

躍を推進する

ための環境整

備・人事管理 

○ 相談窓口への相談のほか、人事評価制度に係る面談又はその他業務に関する

相談等があった際に、障害者である職員に対しては、必要な配慮等の有無を

把握することとし、その結果を踏まえて検討を行い、継続的に必要な措置を

講じる。 

○ なお、措置を講じるに当たっては、障害者からの要望を踏まえつつも、過重

な負担にならない範囲で適切に実施する。 

○ 募集・採用に当たっては、以下の取扱いを行わない。 

・特定の障害を排除し、又は特定の障害に限定する。 

・自力で通勤できることといった条件を設定する。 

・介助者なしで業務遂行が可能といった条件を設定する。 

・「就労支援機関に所属・登録しており、雇用期間中支援が受けられること」

といった条件を設定する。 

・特定の就労支援機関からのみの受入れを実施する。 

３ その他 

 

○ 障害者の活躍及び支援に係る各関係法律等に基づき、障害者の活躍の場の拡

大を推進します。 

 

 


